
令和８年２月２日   

 

 

政府調達に関する協定（ＷＴＯ協定）の基準額の改正について 

 

 

政府調達に関する協定を実施するための「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手

続の特例を定める政令」に関し、令和８・９年度に締結される調達契約についての同協定

適用基準額が令和８年総務省告示第３５号により告示されましたので、令和８年度及び令

和９年度に締結する調達契約については、下記の基準額を適用することをお知らせします。 

  

１ 政府調達に関する協定の適用基準額 

区    分 令和８・９年度 令和６・７年度 

物品等の調達契約 ４，０００万円 ３，６００万円 

特定役務のうち建設工事の

調達契約 
３０億２，０００万円 ２７億２，０００万円 

特定役務のうち建築のため

のサービス、エンジニアリン

グ・サービスその他の技術的

サービスの調達契約 

３億円 ２億７，０００万円 

特定役務のうち上記以外の

調達契約 
４，０００万円 ３，６００万円 

２ 適用対象 

令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までの間に締結される調達契約 

３ その他注意事項 

 適用基準額は予定価格（税込）です。 


